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家
畜
伝
染
病
「
口
蹄
疫
」
へ
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
四
月
二
十
日
に
宮
崎
県
都
農
町
に
お
い
て
一
例
目
の
感
染
が
確
認
さ
れ
た
「
口
蹄
疫
」
に
つ
い
て
は
、
確
認
後
一
ヶ
月

以
上
が
た
つ
現
在
に
お
い
て
も
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
拡
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
宮
崎
県
口
蹄
疫
防
疫
対
策
本
部
（
宮

崎
県
農
政
水
産
部
）
の
五
月
二
十
七
日
付
け
の
発
表
に
よ
る
と
、
牛
・
豚
合
わ
せ
て
十
五
万
二
千
三
百
八
十
七
頭
が
殺
処
分
対

象
に
な
り
、
畜
産
農
家
に
と
っ
て
生
活
基
盤
が
失
わ
れ
る
と
同
時
に
、
生
活
を
共
に
し
、
愛
情
を
こ
め
て
育
て
て
き
た
家
畜

を
、
目
の
前
で
殺
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
は
計
り
知
れ
ず
、
未
だ
に
深
刻
な
状
況
が
続
い
て
い
る
。

か
つ
て
平
成
十
二
年
に
北
海
道
、
宮
崎
県
で
口
蹄
疫
の
発
生
が
確
認
さ
れ
、
七
百
四
十
頭
の
牛
が
処
分
さ
れ
た
際
の
教
訓

が
、
今
回
の
第
一
例
目
発
生
時
に
お
い
て
の
初
動
対
策
に
対
し
て
活
か
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
さ
し
く
政
府
の
危
機
管
理
の
欠
落

と
初
動
の
遅
れ
が
、
今
日
の
被
害
拡
大
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
補
償
対
策
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
被
害
を
受
け
不
安
を
感
じ
て
い
る
畜
産
農
家
に
対
し
、
発
生
が
確
認
さ
れ
た
直

後
、
対
策
本
部
長
で
あ
っ
た
赤
松
農
林
水
産
大
臣
が
現
地
に
赴
き
、
ま
ず
は
政
府
と
し
て
の
対
策
へ
の
意
気
込
み
を
示
す
こ
と

が
肝
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
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一

五
月
十
一
日
の
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
赤
松
大
臣
は
「
農
林
水
産
省
は
、
第
一
例
目
の
発
生
を
四
月
二
十

日
未
明
に
確
認
し
た
た
め
、
同
日
九
時
に
私
が
本
部
長
で
あ
る
口
蹄
疫
防
疫
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
」
と
発
言
し
た
が
、
宮
崎
県
都
農
町
か
ら
農
林
水
産
省
に
第
一
例
目
の
発
生
が
報
告
さ
れ
た
時
刻
、
及
び
農
林
水
産
省
か

ら
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
に
報
告
さ
れ
た
時
刻
、
更
に
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
の
登
庁
時
刻
を
詳
細
に
お
知

ら
せ
願
い
た
い
。

二

四
月
二
十
九
日
現
在
、
移
動
・
搬
出
制
限
区
域
内
（
半
径
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
）
の
畜
産
農
家
戸
数
は
、
四
市
七
町

で
二
千
六
百
六
十
八
戸
、
飼
養
頭
数
は
、
牛
・
豚
合
わ
せ
て
三
十
七
万
三
千
四
十
一
頭
で
あ
り
、
四
月
三
十
日
に
は
、
殺
処

分
対
象
が
四
千
三
百
六
十
九
頭
（
宮
崎
県
口
蹄
疫
防
疫
対
策
本
部
の
資
料
）
等
と
被
害
が
広
が
り
、
同
日
、
新
た
な
畜
産
農

家
へ
の
追
加
支
援
が
発
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
被
害
の
拡
大
が
予
想
さ
れ
る
中
、
赤
松
大
臣
が
外
遊
へ
出
発
し
、
代
わ
っ

て
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
で
あ
る
福
島
大
臣
（
当
時
）
が
農
相
臨
時
代
理
・
口
蹄
疫
防
疫
対
策
本
部
長
と
な
っ
た
。
こ
の

時
、
赤
松
大
臣
か
ら
福
島
臨
時
代
理
に
対
し
、
口
蹄
疫
に
関
す
る
情
況
説
明
及
び
充
分
な
対
策
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
は
持

た
れ
た
の
か
。

三

福
島
臨
時
代
理
か
ら
外
遊
中
の
赤
松
大
臣
に
対
し
、
現
地
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
は
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の

二



報
告
に
対
し
、
赤
松
大
臣
は
福
島
大
臣
（
当
時
）
と
ど
の
よ
う
な
協
議
を
行
い
、
ま
た
、
対
応
を
し
た
の
か
。
そ
の
内
容
を

詳
細
に
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
た
い
。

四

赤
松
大
臣
外
遊
中
、
臨
時
代
理
と
本
部
長
に
就
任
し
た
福
島
大
臣
（
当
時
）
か
ら
鳩
山
総
理
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
報
告

が
な
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
総
理
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
指
示
が
な
さ
れ
た
の
か
。

五

五
月
十
日
、
宮
崎
県
を
訪
れ
た
赤
松
大
臣
に
対
し
、
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
宮
崎
や
酪
農
生
産
者
団
体
関
係
者
か
ら
、
国
の
対
策

本
部
を
宮
崎
県
に
移
設
す
る
よ
う
提
案
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
五
月
十
七
日
に
よ
う
や
く
宮
崎
県
に
国
直
轄
の
対

策
本
部
を
設
置
し
た
。
口
蹄
疫
が
蔓
延
す
る
中
、
迅
速
な
対
策
と
一
日
も
早
い
収
束
と
、
政
府
対
策
本
部
と
連
携
を
取
る
た

め
に
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
現
地
対
策
本
部
の
設
置
が
、
な
ぜ
要
望
か
ら
一
週
間
も
か
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
赤
松
大
臣
か

ら
初
動
対
策
段
階
に
お
い
て
最
も
重
要
で
あ
る
政
府
直
轄
の
現
地
対
策
本
部
設
置
の
提
案
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


